
令和４年８月２９日 久留米市 業務委託発注表 
 

入札番号 １５－１           【電子入札案件】 

業種 建築設計 

業務名 諏訪中学校管理・教室棟改築外工事基本・実施設計業務委託  

業務場所 久留米市 東町 

履行期間 ４６０日間 

予定価格 １４９，６０２，２００円(税込)    【入札書比較価格】 １３６，００２，０００円(税抜) 

最低制限価格 １１２，２０１，１００円(税込)    【最低制限比較価格】１０２，００１，０００円(税抜) 

開札日時及び場所 令和０４年９月１５日（木） １３時３０分  総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

入札保証金 免除 

契約保証金 必要（契約締結時に請負金額の１０％以上を付すこと。） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

支払条件 

前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の３０％以内） 

中間前払金 無し 

部分払 無し 

議会の議決 不要 

参加資格（共同企業体の

構成条件） 

入札に参加できる者は、次に掲げる資格要件を全て満たした特定業務共同企業体とする。なお構成員

は、同一業務で他の特定業務共同企業体の構成員になれないものとする。 

(1) 共同企業体を構成する者の数は３者とする。 

(2) 入札に参加しようとする者の間（特定業務共同企業体の代表者と代表者以外の構成員間も含む）

の関係が、以下のいずれの場合にも該当しないこと。（ただし、以下のいずれかの関係に該当する者

の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。） 

ア  親会社と子会社の関係にある場合 

イ  親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

ウ  ① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

※ 親会社と子会社：会社法第２条第３号、第４号及び会社法施行規則第３条の規定による。 

※ 役員：①会社の代表権を有する取締役（代表取締役）②取締役（社外取締役・非常勤取締役

を含む） 

※ 管財人：会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された

管財人 

(3) 各構成員が、２０％以上の出資比率であること。 

なお、代表者の出資比率はその他の構成員を超えること。 

(4) 特定業務共同企業体の存続期間 

①  当該業務の落札者となった場合 

当該業務に係る請負契約履行後３ヵ月を経過した日まで 

②  当該業務の落札者とならなかった場合 

当該業務に係る請負契約が締結された日まで 



参加資格（構成員の 

条件） 

代表者（入札書の締切時点で、次に掲げる要件を全て満たしていること） 

・福岡県内に本社、又は支店・営業所を有し、かつ久留米市競争入札参加有資格者名簿（久留米市契約

事務規則（昭和５０年４月１日久留米市規則第９号）第１６条第３項に規定する久留米市の競争入札

参加有資格者名簿）（以下、「名簿」という。）に当該営業所等が登載されている者であること。 

・名簿に申請業種として、建築設計が「登録」で登載されている者であること。 

・地方公共団体発注の延べ面積 3,000㎡以上の義務教育学校にかかる基本設計及び実施設計について、

平成 24年 4月 1日以降、元請として履行した実績を有すること。ただし、「基本設計」と「実施設

計」の実績は、同一の建築物でなくとも可とする。なお、共同企業体としての履行実績については、

代表者としての実績に限る。 

 

・技術者の配置について、以下の条件を満たすこと。 

・建築士法第２条第２項の規定に基づく、直接的かつ恒常的な３ヵ月以上の雇用関係にある一級建築士

が５名以上所属しており、かつ、この業務に関して一級建築士を管理技術者として１名以上配置でき

ること。 

 

その他の構成員（入札書の締切時点で、２者ともそれぞれ、次に掲げる要件を全て満たしていること） 

・久留米市内に本社を有し、かつ名簿に登載されている者であること。 

・名簿に申請業種として、建築設計が「登録」で登載されている者であること。 

 

・技術者の配置について、以下の条件を満たすこと。 

・建築士法第２条第２項の規定に基づく、直接的かつ恒常的な３ヵ月以上の雇用関係にある一級建築士

又は二級建築士が２名以上所属しており、かつ、この業務に関して一級建築士のうち１名以上配置で

きること。 

入札参加必要書類 ・同種業務実績調書（第 5号様式の 3） 

・技術者等調書（第９号様式の 3） 

・共同企業体協定書兼委任状（入札参加用） 

資格審査の方法 事後審査型  ※落札候補となった者のみ資格審査を行う。 

入札方法 (1) 入札参加を希望する場合は、入札書受付期間内に、特定業務共同企業体の代表者が電子入札シス

テムより入札を行うこと。（但し、パソコントラブル等により電子入札に参加できない場合は、紙入

札方式参加届出書を提出することにより、紙入札を認める。詳細は「電子入札案件における紙入札の

取扱いについて」を参照） 

入札書受付期間 ： 令和４年９月９日（金） ８時３０分 から 

         令和４年９月１４日（水） ２０時００分（システム終了時）まで 

※入札後のメールによる各種通知及び入札情報公開システムの入札結果情報等については、共同企

業体名ではなく、共同企業体代表者名で表示されることがありますので、ご注意ください。 

(2) 同種業務実績調書（第 5号様式の 3）、技術者等調書（第９号様式の 3）及び共同企業体協定書兼

委任状（入札参加用）は、一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。な

お、封筒には、表面に入札番号及び業務名を記入し、裏面に送付者名（商号又は名称、住所、代表者

職氏名及び電話番号）を記入すること。 

締切日時 ： 令和４年９月１４日（水） ２０時００分（必着） 

指定場所 ： 〒８３０－８７９９ 久留米郵便局留 久留米市役所総務部契約課 

設計図書等の配布方法 「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 

案件パスワード【 kurume 】を入力の上、ダウンロードすること。 

入札の無効 (1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所等）が正しくない場合。

入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 

(2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに提出がない場合。 

(3) 久留米市電子入札運用基準（平成２４年契第３８０号）第１１条各号のいずれかに該当する入札。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市契

約事務規則（昭和５０年久留米市規則第９号）第１２条各号のいずれかに該当する場合。 

開札の立会い 電子入札案件において、開札の立会いは行わない。 

質問書受付期間 

及び受付場所 

公告日から 令和４年９月８日（木） １７時１５分 まで 

業務実施課 （学校施設課 メールアドレス gakushi@city.kurume.lg.jp 

 Fax番号 ０９４２－３０－９７１９） 

質問に対する回答 
質問者に Faxで回答。但し、質問内容によっては、本市 HP上に掲載することもありますので、ご注意

ください。 

 

mailto:gakushi@city.kurume.lg.jp

